著作物利用許諾契約書
著作権者（以下「甲」という。）と利用者（以下「乙」という。）とは、甲が著作権を有する著作物の利用許諾に関し、以下のとおり契約を締結する。
第1条（対象著作物）
1. 本契約の対象となる著作物（以下「本著作物」という。）は以下のとおりとする。
① 著作物の名称：
② 著作物の種類：文章／イラスト／写真／音楽／映像／ソフトウェア／その他
③ 著作物の概要：
第2条（利用許諾の範囲）
1. 甲は、乙に対し、以下の範囲で本著作物の利用を許諾する。
① 利用態様：複製／公衆送信／翻案／その他（　　　　）
② 利用地域：日本国内（又は全世界）
③ 利用媒体：Webサイト／印刷物／動画／その他（　　　　）
2. 本許諾は、非独占的利用許諾とする。
第3条（二次利用）
1. 乙が本著作物を翻案・改変して二次的著作物を作成する場合は、甲の書面による事前承諾を要する。
第4条（利用料）
1. 乙は、甲に対し、本著作物の利用料として金○○○円（税別）を支払う。
2. 支払時期：本契約締結後○日以内に甲指定口座に振り込む。
第5条（クレジット表記）
1. 乙は、本著作物を利用する際、以下のとおり著作権者の表示を行う。
2. 表記内容：著作権者名
第6条（禁止事項）
1. 乙は、以下の行為をしてはならない。
① 許諾範囲を超えた利用
② 第三者への再許諾又は譲渡
③ 著作者の名誉又は声望を害するおそれのある利用
第7条（著作者人格権）
1. 本著作物に関する著作者人格権は甲に帰属し、乙はこれを尊重する。
第8条（権利侵害）
1. 甲は、本著作物が第三者の権利を侵害していないことを保証する。
第9条（契約期間）
1. 本契約の有効期間は、令和○年○月○日から○年間とする。
第10条（解除）
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、催告後も是正されないときは解除できる。
第11条（契約終了後の処理）
1. 本契約が終了したときは、乙は本著作物の利用を中止し、複製物を廃棄する。
第12条（合意管轄）
1. 本契約に関する紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和　年　月　日
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【甲】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
【乙】
名称又は氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
住所又は所在地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
印
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